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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 コ ン テ ン ト の 無 線 配 達 用 コ ン テ ン ト 販 売 機 で あ っ て 、
　 要 求 装 置 か ら 支 払 い 情 報 お よ び コ ン テ ン ト 要 求 を 受 信 す る よ う に 構 成 さ れ た 要 求 受 信 部
と 、
　 該 要 求 受 信 部 と 関 連 し て 、 該 支 払 い 情 報 を 確 認 し 、 該 コ ン テ ン ト 要 求 に 応 じ て コ ン テ ン
ト を 呼 出 し 、 該 コ ン テ ン ト を 該 要 求 装 置 へ 無 線 送 信 す る よ う に 構 成 さ れ た 要 求 履 行 部 と を
含 む コ ン テ ン ト 販 売 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の コ ン テ ン ト 販 売 機 に お い て 、 前 記 支 払 い 情 報 又 は 前 記 コ ン テ ン ト 要 求 は
、 前 記 要 求 装 置 か ら 無 線 受 信 さ れ る よ う に 構 成 さ れ て い る コ ン テ ン ト 販 売 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の コ ン テ ン ト 販 売 機 に お い て 、 前 記 要 求 装 置 は 、 携 帯 情 報 端 末 で あ る コ ン
テ ン ト 販 売 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の コ ン テ ン ト 販 売 機 に お い て 、 前 記 コ ン テ ン ト は 、 コ ン ピ ュ ー タ デ ー タ 、
音 声 デ ー タ お よ び 映 像 デ ー タ か ら な る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る コ ン テ ン ト 販 売 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の コ ン テ ン ト 販 売 機 に お い て 、 前 記 要 求 履 行 部 は 、 前 記 要 求 を 前 記 要 求 装
置 へ 無 線 送 信 す る よ う に 構 成 さ れ た ブ ル ー ツ ー ス 遵 守 送 信 部 を 含 む コ ン テ ン ト 販 売 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の コ ン テ ン ト 販 売 機 に お い て 、 前 記 コ ン テ ン ト 販 売 機 は 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク
に 接 続 さ れ て い る コ ン テ ン ト 販 売 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 コ ン テ ン ト を 無 線 配 達 す る 方 法 で あ っ て 、



　 要 求 装 置 か ら の 支 払 い 情 報 お よ び コ ン テ ン ト 要 求 を コ ン テ ン ト 販 売 機 の 要 求 受 信 部 で 受
信 し 、
　 該 要 求 受 信 装 置 と 関 連 し た 、 該 コ ン テ ン ト 販 売 機 の 要 求 履 行 部 で 該 支 払 い 情 報 を 確 認 し
、
　 該 コ ン テ ン ト 要 求 に 応 じ て コ ン テ ン ト を 呼 出 し 、
　 該 コ ン テ ン ト を 該 要 求 装 置 へ 無 線 送 信 す る こ と を 含 む 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 方 法 に お い て 、 前 記 受 信 は 、 無 線 で 実 行 さ れ る 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 ７ 記 載 の 方 法 に お い て 、 前 記 無 線 送 信 は 、 ブ ル ー ツ ー ス 遵 守 送 信 部 で 実 行 さ れ る
方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク に よ る コ ン テ ン ト の 無 線 配 達 用 情 報 配 達 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 該 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 さ れ 、 コ ン テ ン ト を 格 納 す る コ ン テ ン ト リ ザ ー バ ー と 、
　 該 コ ン テ ン ト リ ザ ー バ ー に 接 続 さ れ た コ ン テ ン ト 販 売 機 と を 含 み 、
　 該 コ ン テ ン ト 販 売 機 は 、
　 　 要 求 装 置 か ら 支 払 い 情 報 お よ び コ ン テ ン ト 要 求 を 受 信 す る 要 求 受 信 部 と 、
　 　 該 要 求 受 信 部 と 関 連 し て 、 該 支 払 い 情 報 を 確 認 し 、 該 コ ン テ ン ト 要 求 に 応 じ て コ ン テ
ン ト を 該 コ ン テ ン ト リ ザ ー バ ー か ら 呼 出 し 、 該 コ ン テ ン ト を 該 要 求 装 置 へ 無 線 送 信 す る 要
求 履 行 部 と を 含 む 情 報 配 達 シ ス テ ム 。
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